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1  指定（地方）公共機関：特措法第２条第７号に規定する指定公共機関及び同条第８号に規定する指定地

方公共機関。電気、ガス、鉄道等の社会インフラや医療、金融、通信等に関連する事業者が指定されて

いる。 
2   医療措置協定：感染症法第 36 条の３第１項に規定する都道府県と当該都道府県知事が管轄する区域内 

にある医療機関との間で締結される協定。 
3  検査等措置協定：感染症法第 36 条の６第１項に規定する新型インフルエンザ等に係る検査を提供する体

制の確保や宿泊施設の確保等を迅速かつ適確に講ずるため、病原体等の検査を行っている機関や宿泊施

設等と締結する協定。 
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4   登録事業者：特措法第 28 条に規定する医療の提供の業務又は県民生活及び県民経済の安定に寄与する  

業務を行う事業者であって厚生労働大臣の定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けているもの｡ 
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〈各発生段階の実施体制・対応〉  

※準備期…発生前の段階、訓練、事前準備  初動期…国内発生を含め世界で新型インフル等に位置付けの可能性が発生した段階。

国の対策本部設置公表により初動に切り替える。 対応期…政府対策本部が設置され基本的対処方針が策定されて以降の段階。
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●新型インフルエンザ等の発生が確認され、政府対策本部や県対策本部が

設置された場合、市は必要に応じて設置する。 

●新型インフルエンザ等緊急事態宣言がなされた場合、直ちに設置する。 

 

 

 

 

 

 本部 長：市長 

副本部長：市長が任命するもの 

 事務局：総務課 

    健康対策課 

本部 員：副市長・教育長・消防長・各部長・各総合支所長 

議会事務局長・会計管理者・総務課長・総合防災室長 

事務局：総務課 

    健康対策課 

市対策本部の設置要請に基づき設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

市対策連絡部 

総務部長 

福祉保健部長 

各関係課長 

事務局：総務課 

    健康対策課 

県対策本部の設置要請に基づき設置 

県（雄勝地域振興局） 

現地対策本部 

連携 

近隣市町村対策本部 

湯沢市新型インフルエンザ等対策本部 

オブザーバー 

（専門家の意見聴取） 

湯沢市雄勝郡医師会 



   

- 12 - 
 

 

〈市部局の主な対応〉 

部局名 主な役割 

共通 ・市の行政機能の維持に関すること 

・市民の生活支援に関すること 

・職員の感染・まん延防止に関すること 

・県の各部局からの情報収集に関すること 

・所管する会議・イベント等の調整に関すること 

・所管する施設の臨時休館等の調整に関すること 

総務部 ・市対策本部及び庁内連絡会議に関すること 

・県対策本部との連絡調整に関すること 

・市長、副市長の日程調整に関すること 

・全庁的な危機管理に関すること 

・職員の人事・服務に関すること 

・職員の健康管理に関すること 

・情報収集の総括 

・国・県への緊急要望に関すること 

・外国人への支援に関すること 

・緊急対策予算措置に関すること 

・市有施設の活用に関すること 

・公用車の利用に関すること 

・必要物品の調達に関すること 

ふるさと未来

創造部 

・広報、記者会見に関すること 

・各地域における対策の実施に関すること 

市民生活部 ・廃棄物の処理に関すること 

・火葬に関すること 

・市税等の徴収猶予及び減免に関すること 

福祉保健部 ・新型インフルエンザ等に係る情報収集・分析に関すること 

・新型インフルエンザ等に係るまん延防止及び医療確保対策に関すること 

・医療機関との連絡調整に関すること 

・ワクチンの接種及び確保に関すること 

・市内教育・保育施設に関すること。 

・幼児の安全確保に関すること。 

・社会福祉施設に関すること 

・在宅要援護者の支援に関すること 

産業振興部 ・食料の調達、斡旋に関すること 

・農林畜産物の安定供給に関すること 

・企業活動の支援、自粛に関すること 

・中小企業に対する金融措置に関すること 

・宿泊施設等に関すること 

建設部 ・道路交通の維持・制限に関すること 

・上水道の安定供給に関すること 

・下水道の処理体制の確保に関すること 

教育部 ・市立小中学校に関すること 

・児童及び生徒の安全確保に関すること 
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7 The reluctance or refusal to vaccinate despite the availability of vaccines（WHO：The 

threats to global health in 2019） 日本語訳として「ワクチン忌避」「予防接種への躊躇」等 
が使われている。 
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